
1 

知多市バリアフリー基本構想の策定について 

 

１ 知多市バリアフリー基本構想策定の背景と目的 
 

わが国では、他国に例をみない急速な高齢化が進むとともに、総人口は平成２０年をピ 

ークに減少に転じており、今後、さらに少子高齢化が加速していくものとみられています。 

障がいの有無や年齢などに関わらず、一人ひとりが自立し、支えあって生活を送ることが 

できる共生社会の実現に向けた環境を整備していくことが求められています。 

知多市では愛知県が平成６年 4月に策定した「人にやさしい街づくり整備指針」、同年 

１０月に制定した「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」をもとに平成 8年３月に 

「知多市人にやさしい街づくり計画」を策定しました。この計画では、ノーマライゼーシ 

ョンの理念のもと「やさしい」をキーワードに、施設整備方針や既存施設の改修計画、ソ 

フト事業の推進について示しており、これに基づいて公共的施設や道路の整備、市民に対 

する啓発事業を推進してまいりました。 

国が定めた「バリアフリー法」（平成１８年 12月）によると、高齢者、障害者、妊産婦 

等の移動や施設利用の利便性や安全性向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公 

共施設のバリアフリー化を推進することとされています。この法律で市町村は基本方針に 

基づき、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的 

かつ一体的な推進に関する基本的な構想（以下「バリアフリー基本構想」という）を作成 

するよう努めるものとされています。 

  バリアフリー基本構想は、既存の施設のバリアフリー化と、相当数の高齢者、障がい者等 

が利用する旅客施設、官公庁施設等多様な施設（「生活関連施設」）を結ぶ経路の面的・一 

体的なバリアフリー化を図ることを目的としています。面的・一体的なバリアフリー化を 

図ることにより、高齢者や障がい者、妊産婦等が移動する際、施設を利用する際の利便性や 

安全性の向上が図られ、誰もが暮らしやすいまちづくりに繋がります。 

本市では平成３０年３月に「朝倉駅周辺整備基本構想」を策定しまちづくりを進めてい 

るところであり、本構想で定める方針に基づいた施設整備、インフラ整備を行うことによ 

り、安全・安心で快適な環境整備を実現したいと考えております。 

 

※「ノーマライゼーション」…高齢者や障がい者などハンディキャップを持つ人は、そうで 

ない人同等の基本的人権を有する社会の構成員であり、普通に生活し、活動することはも 

とより、そのあるがままの姿で地域社会に包含され、他の人と同等の権利を享受すること 

ができるという考え方。(出典：「知多市人にやさしい街づくり計画」) 

※「バリアフリー法」…高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 

 

 

 

 

２ 知多市バリアフリー基本構想策定において定める主な事項 
バリアフリー法（第 25条）の規定に基づき、次に揚げる事項について基本構想に定める必要が

あります。 
○重点整備地区の位置及び区域について（資料２） 

○重点整備地区における移動等円滑化の基本的な方針について（資料３） 

○生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項について

（資料４） 

○移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他事業に関する事項（資料５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

〇移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他事業 

 生活関連施設、生活関連経路などのバリアフリー化を具体化するもの 

 

重点整備地区 
鉄道駅の周辺や、高齢者や障がい者、

子ども連れの方などが利用する生活

関連施設（官公庁、福祉施設、商業施

設など）が集まったエリアで、建築物

や道路などのバリアフリー化を重点

的かつ一体的に進めていく地区 

生活関連施設 
鉄道駅などの旅客施設やその周辺（駅

から概ね半径1km圏内）に立地する、

官公庁施設、福祉施設、病院、文化施

設、商業施設、公園などで、多くの高

齢者や障がい者、子ども連れの方な

どが徒歩又は車いすにより利用する

と考えられる施設 
生活関連経路 
生活関連施設を結ぶ主要な経路で重点的に

バリアフリー化を図る道路 

（それらの移動は通常徒歩で行われること） 
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３ 知多市バリアフリー基本構想策定の流れ 

 

 

 

 

 

 
 

４ 上位・関連計画における位置づけ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次知多市総合計画 
（計画期間：2011～2020年度） 

緑につつまれ、安全で快適な住みやすいまち 
【市役所・駅周辺における基本計画】 

・朝倉、新舞子の駅周辺などの都市の拠点に広場や商業・業務施設などが整備され、便利で機能的なまち 

知多市都市計画マスタープラン 
（目標年：2020年度） 

笑顔つながる いきいき 緑園都市 

【都市づくりの方針】 

・バリアフリー、ユニバーサルデザイン等を取り

入れた公共公益的施設の整備推進 

朝倉駅周辺整備基本構想 

（目標年：2027年度） 

知多市の玄関口にふさわしい 

“顔”づくり 
・朝倉駅周辺を市のにぎわい交流拠点と

し、周辺施設の整備による地域の活性

化を先導することを目的とした基本構

想 

知多市新庁舎

整備基本計画 

第３次知多市地域福祉計画 
（計画期間：2016～2020年度） 

共に支え合い 住み慣れた地域で 

安心して暮らせる まちづくり 
 地域にかかわるすべての力を合わせ、“共に支え合

い”ながら、“住み慣れた地域で 安心して暮らせ

る まちづくり”を進める 

知多市人にやさしい 

街づくり計画 
（1996年 3月策定） 

誰もが皆、いきいきと輝いて暮らす 

街をめざして 

・愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する

条例」に基づく計画 

【計画の柱】 

・住むところをやさしくする 

・行きたいところ、行かなければならないところを

やさしくする 

・移動することをやさしくする 

・人にやさしいまちづくり 

バリアフリー法・移動等円滑化の

促進に関する基本方針 

人にやさしい街づくりの 

推進に関する条例（愛知県） 

知多市新図書

館基本計画 

本基本構想の策定に向け、バリアフリーに関連する事業を検討するうえで関連する計画等は、つぎのとおりです。 

第１回協議会（8月） 

・知多市バリアフリー基

本構想策定において定

める主な事項の検討  

 

第２回協議会（10月） 

・知多市バリアフリー基

本構想策定において定

める主な事項の確定  

 

 

第３回協議会（11月） 

・基本構想案  

など 

第４回協議会（2月） 

・パブリックコメント結果

報告 

・基本構想最終案の確認  

など 

パブリック

コメント 

（12月） 

第３次知多市障がい者計画 
（計画期間：2016～2020年度） 

誰もが いきいきと輝いて暮らす 

やさしいまち 知多 
 人にやさしいまちづくり計画の趣旨に基

づき、すべての人にやさしいまちづくり

をハード、ソフトの両面から推進 

 公共公益的な都市施設については、バリ

アフリー、ユニバーサルデザイン等を取

り入れた整備を推進 

 知多市バリアフリー基本構想 

策定・公表 

知多市新子育

て支援施設基

本計画 


